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議会運営委員会要点記録 

 

○開会日時 令和５年６月８日（木） 午前１０時 

○場  所 伊東市役所第２委員会室 

○出席委員 ５名 

       １ 番  佐 藤   周 君   ２ 番  長 沢   正 君 

       ４ 番  青 木 敬 博 君   ５ 番  中 島 弘 道 君 

   ６ 番  浅 田 良 弘 君 

○欠  員 １名 

○出席議員 ６名 

       議 長  宮 﨑 雅 薫 君   副議長  大 川 勝 弘 君 

       議 員  仲 田 佳 正 君   議 員  鈴 木 絢 子 君 

        〃   佐 藤 龍 彦 君    〃   杉 本 憲 也 君 

○オブザーバー ４名 

       議 員  石 島 茂 雄 君   議 員  重 岡 秀 子 君 

        〃   四 宮 和 彦 君    〃   井 戸 清 司 君 

○出席議会事務局職員 ５名 

       局  長  富 岡   勝   局長補佐  中 井 智 実 

       係  長  福 王 雅 士   主  査  野 田 昌 伸 

       主  事  野 中 みず季 

○会議に付した事件 

 １ 市議会６月定例会の運営について 

  ⑴ 全国市議会議長会表彰状の伝達について  

 ⑵ 議席の変更について 

 ⑶ 議会運営委員会委員の補欠選任について 

 ⑷ 特別委員会報告について 

 ⑸ 議案の付託、即決について 

 ⑹ 人事案の取扱いについて 

 ⑺ 請願、陳情の取扱いについて 

 ⑻ 一般質問について 

 ⑼ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について  

 ⑽ 会期及び日程について 
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 ⑾ その他 

 ２ 意見書について 

３ その他 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○会議の経過概要 

○委員長（青木敬博君）開会する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第１、市議会６月定例会の運営についてを議題とする。  

本議題については、まず、⑴ 全国市議会議長会表彰状の伝達についてから⑼ 静岡県後期

高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてまでを協議、決定し、それを踏まえ⑽ 会期及び

日程についてを協議、決定していきたいと思う。 

それでは、⑴から⑼まで、事務局長から説明いたさせる。 

○事務局長（富岡 勝君）順次、説明をさせていただく。⑴ 全国市議会議長会表彰状の伝達に

ついてである。来る６月１４日、東京都にて開催予定の全国市議会議長会定期総会において、

１５年以上の勤続議員として、重岡秀子議員並びに井戸清司議員が表彰される。６月定例会２

日目の６月１５日の木曜日に議場において、議事に入る前に表彰状の伝達をお願いする。 

  １４日については、本市議会の開会日に当たることから定期総会を欠席することとなるが、

表彰状については郵送されるため１４日に到着する予定となっている。その場合には１５日と

いうことになるが、もし仮に到着しない場合については、それ以降の本会議の開催日に行いた

いと存ずる。なお、伝達の順序は、先例に倣い議席番号順とし最初に重岡議員、次に井戸議員

の順でお願いする。 

  次に、⑵ 議席の変更についてである。資料の１ページをご参照願う。４月１４日に、清和

会代表の井戸議員から四宮和彦議員の会派離脱の届出が提出されたことにより、四宮議員が会

派に所属していない議員となった。このため、開会初日、日程第２において、会議規則第４条

第３項の規定に基づき、議席の変更をお願いする。具体的には、現在空席となっている議席番

号１番の隣の席を議席番号の２番として、四宮議員の議席とし、２番仲田佳正議員から１０番

佐藤周議員までの議席番号を１番ずつ繰り下げ、それぞれ３番から１１番までの議席番号とし

たいと考えている。したがって、座席の移動は四宮議員のみとなり、その他の議員においては、

着座する席はそのままで議席番号のみが変更となる。 

  次に、⑶ 議会運営委員会委員の補欠選任についてである。四宮議員の会派離脱に伴い、現

在、１名の欠員を生じている。委員の選出については、申合せにより会派結成時の人数を基準

とすることとされているので、会派名の変更があったが、引き続き、清友会から１名の委員を
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選出して開会初日、議席の変更を行った後、伊東市議会委員会条例第５条第１項及び第２項の

規定に基づき、議長が会議に諮って指名し補欠選任していただくこととなる。 

  次に、⑷ 特別委員会報告についてである。新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の報

告を本会議、初日にお願いする。なお、その報告が了承されると、その時点で特別委員会は消

滅することとなるのでご承知おき願う。 

  次に、⑸ 議案の付託、即決についてである。資料の２ページから５ページまでをご参照願

う。当局の提出予定議案は、専決処分報告４件、予算繰越３件及び弾力条項適用１件の報告４

件、条例２件、単行議案１件、補正予算１件、人事案１５件の計２７件となる。 

  最初に、専決処分報告についてである。市認第１号から市認第３号までの３件はいずれも、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなかったとして、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき専決処分を行ったことから、同法第３項の規定により議会に報告し、承認

を求めるものである。 

  まず、市認第１号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例専決処分の報告承認につい

てである。地方税法等の一部を改正する法律が令和５年３月３１日に公布され、原則として令

和５年４月１日に施行されたことに伴い、４月１日の施行に対応しなければならない条項等の

改正について３月３１日に専決処分を行ったもので、主な改正内容は、共通納税の開始に伴う

関係税目に係る納付書等様式の改正があったことをはじめ、肉用牛の売却による事業所得及び

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例

における適用期間の延長、固定資産税等の課税標準の特例措置の改廃等や新型コロナウイルス

感染症に関する特例措置の期間満了に伴う条項の整理、軽自動車税の環境性能割及び種別割に

おけるグリーン化特例等の適用期間の延長などのほか、地方税法の改正に伴い条項や用語の整

理を行ったものである。 

  次に、市認第２号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例専決処分の報告承

認についてである。固定資産税と同様に、地方税法等の一部を改正する法律が令和５年３月３

１日に公布され、原則として令和５年４月１日に施行されたことに伴い、４月１日の施行に対

応しなければならない条項等の改正について、３月３１日に専決処分を行ったもので、主な改

正内容は、固定資産税等の課税標準の特例を定めた地方税法の改正により、地方税法附則第１

５条において、項の削除や新設が行われたことから引用条項等の整理を行ったものである。 

  次に、市認第３号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の報告承認に

ついてである。地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、令和５年４月１日の施行

に対応しなければならない条項の改正について、３月３１日に専決処分を行ったもので、改正

内容は低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、対象となる世帯の軽減判
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定所得の引上げの改正を行ったものである。 

  最後に、市認第４号 令和５年度伊東市一般会計補正予算（第１号）専決処分の報告承認に 

ついてである。国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業に係る補

正予算について、令和５年４月２０日付で専決処分を行ったため、報告承認を求めるもので、

補正予算の規模は８，７１２万８，０００円の追加で、補正後の予算規模を２８３億８，７１

２万８，０００円としたもので、補正予算の内容は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に

受けた低所得の子育て世帯に対する支援策として、低所得の子育て世帯に対し、児童１人当た

り一律５万円の子育て世帯生活支援特別給付金を給付する事業費の追加で、国庫補助金１０分

の１０を受け入れて実施するものである。 

  以上４件の専決処分の報告承認については、即決でお願いする。 

  次に、報告４件について申し上げる。まず、市報第１号 令和４年度伊東市一般会計予算繰

越明許費繰越し報告についてである。令和５年３月定例会において議決された繰越明許費のう

ち２２事業、２億８，２３９万３，０００円を令和４年度から令和５年度に繰り越したことの

報告である。 

  なお、議決された２４事業のうち、河川改良事業及び地域公共交通活性化事業については、

年度内に事業が完了したことから繰越しは行わず、老人福祉施設費一般経費は一部前金払いを、

商工業振興補助事業及び一般市道整備事業については、事業の一部が年度内に完了したことか

ら、それぞれ繰越額が減少となっている。 

  次の、市報第２号 令和４年度伊東市競輪事業特別会計予算について弾力条項の適用に関す

る報告は、令和４年度の競輪事業特別会計において車券売上げが好調に推移し、第１２回市営

競輪において勝者投票払戻金に予算不足額が生じたため、地方自治法第２１８条第４項及び伊

東市特別会計条例第２条の規定に基づき、３月２８日に弾力条項を適用したことを報告するも

ので、適用額は７億円である。 

  次に、市報第３号 令和４年度伊東市水道事業会計予算繰越し報告についてである。本報告

は、地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越しについて報告するもので、

繰越額については２億２，８９７万５，０００円、繰越事業については竹の内・静海線外配水

管更新工事をはじめとした７件の工事である。繰越しの理由は、既設埋設管の混在により配水

管埋設スペースが想定よりも限定されたこと及び県道拡幅や国道歩道整備などの県工事の進捗

に合わせる必要が生じたことなどにより、年度内の工事完了が困難となったことから繰り越し

たものである。 

  報告の最後は、市報第４号 令和４年度伊東市一般会計予算事故繰越し報告についてである。 

  本報告は水産業用施設災害復旧事業において、令和元年度に被災した八幡野漁港災害復旧工
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事に当たり、これまで繰越明許及び事故繰越により令和４年度まで期間を延長してきたが、天

候不良等の影響により事業の進捗に遅れが生じ、令和４年度も事業の完了が困難となったため、

地方債借入との兼ね合いから消波ブロック製作等、実施済み部分については事業完了扱いにす

るとともに、最終設置工程部分に関しては、令和３年度からの繰越明許費の一部と令和４年度

の予備費充用分の計２８６万円を令和５年度へ繰り越すこととしたものである。 

これら４件の報告案件については、質疑のみとなる。 

  次に、条例２件についてである。まず、市議第１号 伊東市情報公開条例の一部を改正する

条例である。本市における情報公開決定に対する審査請求については、行政不服審査法第９条

第１項ただし書の規定に基づき、審理員指名の適用除外とし、伊東市情報公開審査会にて審理

手続を行っているところであるが、これまでに取り扱った案件が少なく審査請求に係る知見が

蓄積されない等の実情を踏まえ、当該適用除外を廃止し、法令に特段の定めがない他の処分同

様の審理手続を行うことにより、簡易迅速性を担保するため伊東市情報公開条例の一部を改正

するもので、令和５年１０月１日からの施行となる。常任総務委員会への付託をお願いする。 

  次に、市議第２号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改正する条例である。地方税法等の一部

を改正する法律が公布されたことに伴う改正であるが、６月定例会では、施行期日の関係で専

決処分によることを要しない条項について改正をするもので、主な改正内容と施行期日につい

て、個人市民税に関して、１点目は、森林環境税の導入に伴い関係する規定を整理するための

改正で、令和６年１月１日からの施行となる。２点目は、給与支払者を経由して提出される扶

養親族等申告書の記載事項の簡略化に係る規定の整備で、令和７年１月１日からの施行となる。 

  また、軽自動車税に関して、１点目は、種別割の区分における特定小型原動機付自転車に係

る規定の整備で、令和５年７月１日からの施行となる。２点目は、不正による納税不足額を徴

収する際の加算割合変更に係る規定の整備で、令和６年１月１日からの施行となる。常任総務

委員会への付託をお願いする。 

  次に、単行議案１件についてである。市議第３号 和解については、本市を被告として提訴

された、令和４年（ワ）第３０９号損害賠償請求事件（パワハラ関連訴訟）において、裁判所

より提示された和解案のとおりに和解することについて、地方自治法第９６条第１項第１２号

の規定に基づき議会の議決を求めるもので、和解内容は「今後、市役所内においてパワハラ等

発生防止に努めること」及び「被告は、原告に、解決金２２０万円を支払うものとする」など

である。単行議案については、先例に倣い、委員会付託を省略し、即決の扱いをお願いするが、

本案は、市議第４号 令和５年度一般会計補正予算（第２号）と関連があるので、本会議では、

補正予算第２号の付託後に上程し、説明から質疑までにとどめ、最終本会議において、補正予

算第２号の決定の後、討論から入り、採決を行う扱いとしたいと存ずる。 
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  次に、補正予算１件、市議第４号 令和５年度伊東市一般会計補正予算（第２号）である。 

  補正予算の規模は１１億９，６５７万８，０００円の追加で、補正後の予算規模を２９５億

８，３７０万６，０００円とするものである。主な補正内容については、歳出において、国の

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のうち、低所得世帯支援枠分を活用して実

施する価格高騰重点支援給付金給付事業として、住民税非課税世帯等に対し１世帯当たり３万

円を支給するための経費の計上をはじめ、推奨メニュー事業分を活用して実施する物価高騰対

策事業として、市内事業所で使用できる市民一人当たり６，０００円分のクーポン券給付に係

る経費を計上するほか、物価高騰等に直面する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、八

幡野保育園、市内私立保育園及び認定こども園における給食に係る食材購入費等の価格高騰分

に対する補助金を令和５年度も引き続き実施することとなった。また、新型コロナウイルスワ

クチン接種事業に係る経費、県の東アジア文化都市事業実施に伴う経費、さらには、全国旅行

支援終了後の旅行需要の落ち込み対策として、本市独自の宿泊促進事業に係る委託料などの経

費を追加するとともに、訴訟和解に係る解決金を計上するものである。 

  歳入においては、国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のほか、東アジア

文化都市事業に係る県補助金を追加するとともに、不足する財源を補うため、財政調整基金繰

入金を追加するものである。 

なお、本会議における質疑については、３つに区分し、１つ目として歳出第２款総務費、第

３款民生費及び第４款衛生費の３款、２つ目として第７款観光商工費、第１０款教育費及び第

１４款予備費の３款、３つ目として歳入全般、以上３つに区分して質疑を行い、各所管常任委

員会へ分割付託をお願いする。 

  続いて、⑹ 人事案の取扱いについてである。資料６ページを参照願う。 

  まず、市選第１号 公平委員会委員選任の同意については、令和５年９月５日に任期満了と

なる公平委員会委員山本哲正氏の後任者の選任の同意を求めるものである。 

  次に、市選第２号から市選第１５号までの農業委員会委員任命の同意については、令和５年

７月１９日に任期満了となる農業委員会委員青木公江氏ほか１３名の後任者の任命の同意を求

めるものである。 

  最終日の本会議において、市長の説明の後、申合せにより、質疑、討論を省略して、それぞ

れご決定いただきたいと存ずる。 

  次に、⑺ 請願、陳情の取扱いについて申し上げる。さきの３月定例会以降、これまでに受

理した、陳情５件を申し上げる。まず、４月３日に受理した、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏ほか５名からの、政治家の皆様へ統一教会との関係断絶を求める声

明、５月１日に受理した、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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氏ほか６名からの、日本政府が速やかに「核兵器禁止条約」に署名・批准することを求める意

見書の提出を求める陳情、５月１６日に受理した、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇氏からの、国に対し、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の延期・見直しを

求める陳情、以上の３件については、全て郵送によるものであり、それぞれ参考配付にさせて

いただいた。 

  次に、持参による陳情である。資料７ページから１０ページまでをご参照願う。適格請求書

等保存方式（インボイス制度）の延期・見直しを求める意見書の提出を求める陳情及び健康保

険証をマイナンバーカードへ一本化することの中止を求める意見書の提出を求める陳情につい

ては、いずれも〇〇〇〇氏から６月６日に持参により提出され、受理したものである。本陳情

２件は意見書提出を求める陳情であるので、この後議題となる２ 意見書についてでご協議を

お願いする。 

  なお、本日以後に提出された請願、陳情の取扱いに関しては、議長において、議会運営委員

長及び所管常任委員長とご協議の上、ご決定いただくことになるので申し添える。 

  次に、⑻ 一般質問についてである。 

  申合せにより、質問時間は答弁を含め５０分以内とし、定例会第１日目から実施する。 

  一般質問の順序について申し上げる。５人の大会派が１つ、３人の小会派が２つ、２人会派

が３つとなったので、これまでの例により、５人会派の大会派から順次、大、小、小、大、２

人会派、大、２人会派、２人会派の順とし、以下これを繰り返し、最後に会派に所属していな

い議員となる。会派の順序については、会派構成の変更に伴いこれまでのローテーションを一

度リセットして会派結成順とし、小会派については、公明党、自民・維新の会の順、２人会派

は、清友会、日本共産党、無党派 颯の順でお願いする。 

  したがって、１番目正風クラブ、２番目公明党、３番目自民・維新の会、４番目正風クラブ

の２人目、５番目清友会、６番目正風クラブの３人目、７番目日本共産党、８番目無党派 颯

となり、これを繰り返し、最後に、会派に所属していない議員となる。なお、会派に所属して

いない議員の順序については、通告順となる。通告期限は、申合せにより、６月９日（金）の

正午となる。極力早めに通告をするよう、ご協力をお願い申し上げる。 

  最後に、⑼ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてである。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合議会については、議員２０人のうち市議会議員から６人を選

出することとされているが、このうち３人に欠員を生じ、その補充のため候補者を募ったとこ

ろ候補者が４人となり、選挙すべき人数を超えたため各市議会において選挙を行う必要が生じ

たことから、今定例会において選挙を行うものである。議員各位へは、議長発出の５月２６日

付事務連絡により通知したところであり、定例会初日の一般質問に入る前、投票による選挙を
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お願いする。候補者については下田市議会中村敦議長、浜松市議会戸田誠議長、磐田市議会鈴

木喜文議長の３名が県議長会からの推薦であり、立候補は三島市議会河野月江議員である。な

お、候補者氏名表については、あらかじめ議席に配付させていただくのでご承知おき願う。 

  以上で、⑴ 全国市議会議長会表彰状の伝達についてから⑼ 静岡県後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙についてまでの説明を終わる。よろしくご審議のほどお願いする。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑴ 全国市議会議長会表彰状の伝達について質疑、意見を伺う。 

 発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

全国市議会議長会表彰状の伝達については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑵ 議席の変更について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

  議席の変更については、説明のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑶ 議会運営委員会委員の補欠選任について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

議会運営委員会委員の補欠選任については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑷ 特別委員会報告について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

特別委員会報告については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑸ 議案の付託、即決について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〇６番（浅田良弘君）市選第２号から第１５号までについては、それぞれ別に審査をするという
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ことでいいか。 

○事務局長（富岡 勝君）農業委員会委員の任命の同意については、最終本会議の中で、１件ご

とに表決をする形となる。 

○委員長（青木敬博君）ほかに質疑ないか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）これをもって質疑、意見を終結する。  

  議案の付託、即決については、説明のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑹ 人事案の取扱いについて質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

人事案の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑺ 請願、陳情の取扱いについて質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

請願、陳情の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑻ 一般質問について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

それでは、恐れ入るが、各会派における一般質問の実施者数を順次お知らせ願う。  

○１番（佐藤 周君）３人である。 

○２番（長沢 正君）３人である。 

○５番（中島弘道君）行わない。 

〇６番（浅田良弘君）２人である。 

○委員長（青木敬博君）なお、あらかじめ議長において、内々、清友会、日本共産党及び会派に

所属していない議員に確認をさせていただいたところ、清友会のお一方、日本共産党のお二方、

会派に所属していない議員はお二方が実施されるとのことであるので、ただいま伺った各会派
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の実施人数と合わせ、発言者の人数については、１３人ということで調整し、決定させていた

だく。これにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

発言の順序について、事務局長から説明いたさせる。  

○事務局長（富岡 勝君）発言順序を申し上げる。ただいまの１３人との取り決めの中で、第１

日目を５人、２日目を４人、３日目を４人とした場合、第１日目については、１番目正風クラ

ブ１人目、２番目公明党１人目、３番目正風クラブ２人目、４番目清友会１人目、５番目正風

クラブ３人目となる。第２日目については、１番目日本共産党１人目、２番目無党派 颯１人

目、３番目公明党２人目、４番目日本共産党２人目となる。第３日目については、１番目無党

派 颯２人目、２番目公明党３人目、３番目会派に所属していない議員１人目、４番目会派に

所属していない議員２人目となる。 

○委員長（青木敬博君）一般質問については、１人５０分以内、関連質問なしで実施する。また、

質問の順序についても、説明のとおりお願いする。以上のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  暫時休憩する。 

                午前１０時３１分休憩 

                ─────────── 

                午前１０時３５分再開 

○委員長（青木敬博君）休憩前に引き続き、会議を開く。  

  先ほどの休憩中に、一般質問の実施人数において一度は決定したが、それを変更すべきでは

ないかという意見をいだたいた。そのため、一般質問の実施人数は１日目に５人、２日目に５

人、３日目に３人として調整を図りたいと思う。 

  暫時休憩する。 

                午前１０時３６分休憩 

                ─────────── 

                 午前１０時４２分再開 

○委員長（青木敬博君）休憩前に引き続き、会議を開く。  

  先ほどの休憩中に皆様からご意見を伺い、⑻の一般質問における質問人数について調整を図

った。その際に意見に相違があったため、調整を図った結果を優先していく。 

  一般質問の実施人数は１日目に５人、２日目に５人、３日目に３人とする。以上のとおり決
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定することにご異議ないか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

 発言の順序について、改めて事務局長から説明いたさせる。  

○事務局長（富岡 勝君）発言順序を申し上げる。第１日目は先ほどと同様となるが、１番目正

風クラブ１人目、２番目公明党１人目、３番目正風クラブ２人目、４番目清友会１人目、５番

目正風クラブ３人目となる。第２日目については、１番目日本共産党１人目、２番目無党派 

颯１人目、３番目公明党２人目、４番目日本共産党２人目、５番目無党派 颯２人目となる。

第３日目については、１番目公明党３人目、２番目会派に所属していない議員１人目、３番目

会派に所属していない議員２人目となる。 

○委員長（青木敬博君）なお、通告期限については、申合せに基づき、６月９日（金）の正午ま

でとしているのでご留意願う。また、通告期限にかかわらず、早目に提出いただくようご協力

をお願いする。 

次に、⑼ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について質疑、意見を伺う。発言

を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙については、説明のとおり決定することにご

異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑽ 会期及び日程について及び⑾ その他について、事務局長から説明いたさせる。 

○事務局長（富岡 勝君）⑽ 会期及び日程についてである。資料１１ページ及び１２ページを

ご覧いただきたいと存ずる。会期は、６月１４日（水）から６月２８日（水）までの１５日間

の提案である。日を追って申し上げる。１４日（水）に開会し、会期の決定、議席の変更、議

会運営委員の補欠選任、新型コロナウイルス感染症対策特別委員会報告、静岡県後期高齢者医

療広域連合議会議員選挙の後、５名の一般質問を実施する。１５日（木）は全国市議会議長会

表彰状の伝達の後、一般質問２日目として５名の一般質問を実施する。１６日（金）を一般質

問３日目として３名の一般質問を行う。１７日（土）及び１８日（日）は休会、１９日（月）

に議案審議をお願いする。２０日（火）は常任観光建設委員会を第２委員会室、常任福祉文教

委員会を第１委員会室にて、それぞれ午前１０時からお願いする。２１日（水）は常任総務委

員会を第２委員会室にて午前１０時からお願いする。２２日（木）及び２３日（金）は本会議
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なし、２４日（土）及び２５日（日）は休会、２６日（月）は本会議なし、２７日（火）は議

会運営委員会、２８日（水）を最終本会議とし、委員会付託案件の審査報告及び決定、当局提

案の人事案１５件の決定などをお願いする。 

次に、⑾ その他について３点申し上げる。まず１点目は、服装の軽装化についてである。

議員各位へ４月２８日付で議長発出の事務連絡により、省エネ・省 CO２の一環として、例年

のとおり１０月３１日（木）までの間、本会議を含め、議会における諸会議に際し、服装の軽

装化をお願いした。趣旨をご理解いただき、軽装の取組にご協力をお願いする。 

２点目は、新型コロナウイルス感染症への対応についてである。５月８日に新型コロナウイ

ルスの法的位置付けが季節性インフルエンザ並みの５類感染症に移行されたことを踏まえ、５

月１５日に開催の新型コロナウイルス感染症対策特別委員会においてご協議いただき、同日に、

代表者会議を経たのち、議会運営委員会において、伊東市議会新型コロナウイルス等感染症対

応マニュアルを廃止するとともに、消毒液及び検温器については当面設置するものの、その使

用は個人の判断に委ねることとし、また、議場のアクリル板は撤去することが決定されている。

これに併せて、登壇毎の演台の消毒についても廃止し、また、議場の各出入口の扉について、

開放したまま会議を開催してきたが、取りやめといたしたいと考えているので、ご了承をお願

いしたいと存ずる。 

３点目は、報道機関からの申入れによる議員各位の写真撮影についてである。地元報道機関

及び記者クラブの幹事社から、それぞれ、改選期を迎え、議員お１人ずつの写真を撮らせてい

ただきたいとの申入れがあった。前回の改選期と同様に、ご対応をお願いする。 

撮影については、２８日（水）の閉議、閉会後、１０分程度休憩を取るので、男性議員はネ

クタイ、上着着用の上、事務局職員の案内により議場において、お１人ずつ報道機関による撮

影を行った後、アンケート用紙の受け取りをお願いする。なお、事務局の案内については議席

番号順とする。 

以上で、１ 市議会６月定例会の運営についての説明を終わる。よろしくご協議いただくよ

うお願いする。 

○委員長（青木敬博君）⑽ 会期及び日程について、質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

  会期及び日程について、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑾ その他での新型コロナウイルス感染症への対応について質疑、意見を伺う。発言
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を許す。 

○１番（佐藤 周君）先ほど、議場のアクリルパネルの話はしたが、議員控室のパネルも撤去す

るということでよろしいか。 

○事務局長（富岡 勝君）今の説明の中で、控室の方は触れなかったが、以前ご決定いただいた

際には、控室のほうも撤去するような形といたすが、パネルについては、そのまま控室のほう

に当面の間、置いていただくということでお願いしていたところである。 

○委員長（青木敬博君）ほかに質疑ないか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

  新型コロナウイルス感染症への対応については、説明のとおりご了承願う。また、服装の軽

装化及び報道機関からの依頼による写真撮影については説明のとおりご承知おき願う。 

  そのほかに、６月定例会の運営について、委員から何かあれば、質疑、意見を伺う。発言を

許す。 

○６番（浅田良弘君）先ほどの一般質問の日程のところで異議があったことに対して、再度の決

定を図ったということは、記録に残すということでいいか。 

○議長（宮﨑雅薫君）要点記録として残る。  

○委員長（青木敬博君）ほかに質疑ないか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

以上で、日程第１、市議会６月定例会の運営についてを終了する。  

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第２、意見書についてを議題とする。今定例会に提起された意見書

案は２件である。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏から持参により提出された２件の意見書の提出を

求める陳情について、その意見書案を職員をして朗読いたさせる。資料は７ページから１０ペ

ージまでになる。 

〔事務局職員 意見書案朗読〕 

○委員長（青木敬博君）提起された意見書案の取扱いについては、最終本会議前日の本委員会に

おいて、協議、決定することとなるが、今後の協議、調整に資するため、各会派及び会派に所

属していない議員から、順次、２件一括してご意見を伺う。 

○１番（佐藤 周君）会派で話し合った結果、この意見書案については、どちらについても反対

である。 

○２番（長沢 正君）調整中である。 
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○５番（中島弘道君）まだ会派での話合いをしていない。 

○６番（浅田良弘君）持ち帰りとさせていただく。  

○オブザーバー（井戸清司君）まだ会派で話合いをしていないため、持ち帰りとさせていただき

たい。１点、陳情者の氏名が〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇になっているが、印影は○○となってい

る。提出の方法はこの形でいいのか。法的根拠があって、この形で受け取っているのか。  

○委員長（青木敬博君）暫時休憩する。  

                午前１１時 ３分休憩 

                ─────────── 

                 午前１１時 ３分再開 

○委員長（青木敬博君）休憩前に引き続き、会議を開く。  

○事務局長（富岡 勝君）こちらの陳情については、請願権などにもあるが、陳情する権利とい

うことがあるので、こちらについては形式的に整っていれば受理せざるを得ないということに

なる。また、こちらの〇〇〇〇〇というその名称が必要か必要ではないという議論はあるが、

〇〇〇〇という名前の記名もあり、押印をされていることから受理したところである。 

○オブザーバー（井戸清司君）ちゃんと法的にとかいろんな部分でクリアできてるという認識で

いいか。 

○事務局長（富岡 勝君）〇〇〇〇〇という名前が記載されているが、こちらが要はただ、不要

なものがあるということだけになるので、陳情の要件はこちらの形式で整っているので、〇〇

〇〇という名前と押印でご本人の意思が表示されているので、こちらを受理したということに

なる。 

○６番（浅田良弘君）井戸議員から指摘があったことをここで事務局が言いきっていいのか。で

きれば、もう一度の法的な根拠を調べたほうが後々に問題がないんじゃないかと思うが、そこ

ら辺についてはいかがか。 

○委員長（青木敬博君）暫時休憩する。  

                午前１１時 ５分休憩 

                ─────────── 

                 午前１１時 ５分再開 

○委員長（青木敬博君）休憩前に引き続き、会議を開く。  

○議長（宮﨑雅薫君）浅田委員の質問であるが、事務局から報告があったとおり、要件が整って

るものについては受理をする。今までの陳情の関連についても、語尾の修正とかそういうもの

は意見が出されれば、その途中で修正をしていただくというようなものなので、もう一度その

辺の井戸議員からの意見も確認をして、この体裁でもし不備があれば、その辺は本人に言って
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修正をしていただく。ただ、受理については体裁が整っていれば受理をせざるを得ないという

ような状況であるのでご理解をしていただきたい。 

○オブザーバー（重岡秀子君）会派で十分な検討はしていないが、２つの意見書案は基本的に賛

成である。 

○オブザーバー（石島茂雄君）結論から言うと、２つとも賛成である。なぜかと言うと、インボ

イス制度自体、導入の意味のその消費税、これ自体が、もう東京地裁で預り税ではないという

判決も出てるので、インボイス制度は、やはり少なくとも見直し、凍結になるべきだと思う。

マイナンバーカードにおいては、政府はどんどん変わってきている。保険証や免許証とかいろ

んなものにひもづけされて、多くの人が不安になる可能性があるため、提出に賛成する。 

○オブザーバー（四宮和彦君）場合によっては多少文言や、趣旨をもうちょっと明確にとか文章

の修正は必要であるかもしれないが、基本的には２件とも賛成する。 

○委員長（青木敬博君）ただいま伺ったところ、提起された２件の意見書案について各会派及び

会派に所属していない議員全員から賛同を得るまでには至っていない。したがって、本意見書

案２件については、私、委員長において調整を行い、最終本会議前日の本委員会において、そ

の取扱いについて、協議、決定することとする。  

以上で、日程第２、意見書についてを終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第３、その他を議題とする。 

その他について、事務局からはないとのことであるが、委員から何かあれば質疑、意見を伺

う。発言を許す。 

○副議長（大川勝弘君）本来この場で言っていいかわからない話だが、代表者会議を先日行い、

代表者会議の日程について事前にお知らせしていただければということで、本日、議会の日程

が決定したので、事前に事務局と日程を打ち合わせた結果、６月２３日、午前１０時から開催

したいと思う。事前に告知をさせていただくので、日程調整をしていただければと思う。都合

が悪い方がいれば、再度調整したいと考えている。  

○委員長（青木敬博君）ほかに質疑、意見はないか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認める。これをもって質疑、意見を終結する。  

以上で、日程第３、その他についてを終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）以上で、日程全部を終了した。 

これにて閉会する。 
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━━━━━━━━━━━━━━ 

○閉会日時 令和５年６月８日（木）午前１１時 ８分（会議時間５８分） 

──────────────────────────────────────────────────── 

以上の記録を認める。      

令和５年６月８日       

委員長 青 木 敬 博   

 


